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平成３０年第２回紀の川市議会定例会 第１日 

 

       平成３０年 ６月 ８日（金曜日） 開 会 午前 ９時３２分 

                        散 会 午前１０時４５分 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程（第１号） 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定及び休日の日における本会議の開議について 

 日程第３  諸般の報告 

 日程第４  報告第 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度紀の 

              川市一般会計補正予算（第７号）） 

       報告第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度紀の 

              川市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）） 

       報告第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（紀の川市税条例等 

              の一部を改正する条例） 

       報告第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（紀の川市都市計画 

              税条例の一部を改正する条例） 

       報告第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（紀の川市国民健康 

              保険税条例の一部を改正する条例） 

       報告第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（紀の川市保育料徴 

              収条例の一部を改正する条例） 

       議案第６１号 調月財産区管理委員の選任について 

       議案第６２号 調月財産区管理委員の選任について 

       議案第６３号 調月財産区管理委員の選任について 

       議案第６４号 調月財産区管理委員の選任について 

       議案第６５号 調月財産区管理委員の選任について 

       議案第６６号 調月財産区管理委員の選任について 

       議案第６７号 調月財産区管理委員の選任について 

       議案第６８号 工事請負契約の締結について（荒川中学校校舎等改築工 

              事） 

       議案第６９号 紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

              に関する条例の一部改正について 

       議案第７０号 紀の川市国民健康保険直営診療施設条例の一部改正につい 

              て 

       議案第７１号 紀の川市介護保険条例の一部改正について 

       議案第７２号 平成３０年度紀の川市一般会計補正予算（第１号）につい 
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              て 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎本日の会議に付した事件 

 議事日程（第１号）のとおり 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○出席議員（２２名） 

  １番 門   眞一郎   ２番 上 野 宗 彦   ３番 仲 谷 妙 子 

  ４番 舩 木 孝 明   ５番 中 尾 太久也   ６番 太 田 加寿也 

  ７番 石 脇 順 治   ８番 並 松 八 重   ９番 中 村 ま き 

 １０番 大 谷 さつき  １１番 阪 中   晃  １２番 榎 本 喜 之 

 １３番 高 田 英 亮  １４番 川 原 一 泰  １５番 森 田 幾 久 

 １６番 村 垣 正 造  １７番 堂 脇 光 弘  １８番 竹 村 広 明 

 １９番 石 井   仁  ２０番 杉 原   勲  ２１番 室 谷 伊 則 

 ２２番 坂 本 康 隆 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○欠席議員（０名） 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のために出席した者の職氏名 

  市  長     中 村 愼 司    副市長      林   信 良 

  市長公室長    西 川 直 宏    企画部長     今 城 崇 光 

  総務部長     金 岡 哲 弘    危機管理部長   中 浴 哲 夫 

  市民部長     尾 上 之 生    福祉部長     橋 本 好 秀 

  農林商工部長   神 徳 政 幸    建設部長     前 田 泰 宏 

  会計管理者    浅 野 徳 彦    上下水道部長   上 中 勝 彦 

  農業委員会事務局長  吉 川 博 造    教育長      貴 志 康 弘 

  教育部長     山 野 浩 伸 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

  事務局長     中 野 朋 哉    事務局次長    柏 木 健 司 

  議事調査課主幹  片 山 享 慈    議事調査課主幹  岩 本 充 晃 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（開会 午前 ９時３２分） 

○議長（坂本康隆君） おはようございます。 

 議員各位には、平成３０年第２回紀の川市議会定例会に出席をいただき、厚く御礼を申

し上げます。議員各位の御協力のもと、円滑な議会運営に努めますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

 議事に入る前に、表彰状伝達式をとり行います。 

 去る５月３０日に開催されました第９４回全国市議会議長会定期総会において、森田幾

久君、堂脇光弘君、杉原 勲君が議員在職１５年以上特別表彰を受けました。 

 表彰状を伝達しますので、ただいま名前をお呼びした議員の方々は、前の方へお越しく

ださい。 

〔議長から表彰伝達〕 

○議長（坂本康隆君） 次に、５月１８日に開催されました和歌山県市議会議長会総会に

おいて、阪中 晃君が議員在職１０年以上一般表彰を受けました。 

 表彰状を伝達しますので、阪中議員は、前の方へお越しください。 

〔議長から表彰伝達〕 

○議長（坂本康隆君） 受賞された皆さん、まことにおめでとうございます。 

 以上で、表彰伝達式を終わります。 

 それでは、地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しておりますので、これより

平成３０年第２回紀の川市議会定例会を開会いたします。 

 なお、杉原 勲君が少しおくれるとの連絡がありましたので、御報告いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 それでは、議事に入ります。 

 議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、５番 中尾太久也君、

６番 太田加寿也君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第２ 会期の決定及び休日の日における本会議の開議について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、日程第２、会期の決定及び休日の日における本会議の開議

についてを議題といたします。 

 去る５月２８日に議会運営委員会を開催していただき、本定例会の会期等、議会運営に

ついて御協議いただいております。 
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 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付の会期予定表のとおり、本日から６月２９日までの２

２日間とし、会議規則第１０条第３項の規定により、６月１０日の日曜日に本会議を開催

いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から６月２９日までの２２日間とし、６月１０日

の日曜日に本会議を開催することに決定をいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第３ 諸般の報告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 市長から、地方自治法第１８０条第２項の規定により、「市長の専決処分事項報告」、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、「平成２９年度紀の川市繰越明許費繰

越計算書」、地方公営企業法第２６条第３項の規定により、「平成２９年度紀の川市水道

事業会計予算の繰越報告」の提出があり、お手元に配付しておりますので、御了承お願い

いたします。 

 また、監査委員から、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、「例月出納検査

の結果報告」、地方自治法第１９９条第９項の規定により、「工事監査の結果報告」があ

り、お手元に配付しておりますので、御了承願います。 

 なお、その他の報告につきましても、お手元に配付しているとおりですので、御確認い

ただきたいと思います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第４ 報告第 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度紀の 

             川市一般会計補正予算（第７号）） から 

      議案第７２号 平成３０年度紀の川市一般会計補正予算（第１号）につい 

             て まで 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、日程第４、報告第１号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度紀の川市一般会計補正予算（第７号））から、議案第７２号 平成３

０年度紀の川市一般会計補正予算（第１号）についてまでの１８件を一括議題といたしま

す。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 市長 中村愼司君。 

○市長（中村愼司君）（登壇） おはようございます。 
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 平成３０年第２回紀の川市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には何かと

御多用にもかかわりませず御参集をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 また、先ほど全国市議会議長会、永年在職議員表彰及び和歌山県市議会議長会、永年在

職議員の表彰を受けられた各議員の皆様には、大変おめでとうございます。これからも引

き続き、市民の皆さんの代表として御活躍を御祈念申し上げます。おめでとうございまし

た。 

 それでは、本定例議会に御提案いたしました諸議案について、概要説明をさせていただ

きます。 

 まず、専決処分に係る報告でございますが、報告第１号及び報告第２号は、平成２９年

度紀の川市一般会計及び平成２９年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計の補正に係

るものであり、各会計の歳入歳出額の確定に伴う財源調整措置を行ったものであります。 

 また、報告第３号から報告第６号は、紀の川市税条例等の一部改正、都市計画税条例、

国民健康保険税条例、紀の川市保育料徴収条例におけるそれぞれの一部改正を行ったもの

であります。 

 以上、専決処分に係る６件については、それぞれ緊急を要し、議会を招集する時間的余

裕がなく、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分を行ったものでございま

す。 

 次に、人事に係る議案になります。 

 議案第６１号から議案第６７号の調月財産区管理委員の選任については、調月財産区管

理委員が、平成３０年６月３０日任期満了となるため、７名の委員を選任いたしたく、紀

の川市財産区管理会条例第３条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 議案第６８号は、荒川中学校校舎等改築工事に係る請負契約の締結に係る議案で、議会

の議決を求めるものであります。 

 続きまして、条例改正に係る議案で、議案第６９号は、部活動指導員の報酬を新たに定

めるため、改正するものであります。 

 議案第７０号は、国民健康保険直営診療所の運営方法の見直しに伴う条例の一部改正を

行うものであります。 

 議案第７１号は、法改正に伴い、紀の川市介護保険に関する条例の一部改正を行うもの

であります。 

 最後に、議案第７２号は、４月の人事異動に伴う人件費及び５月の豪雨により被害を受

けた市道の災害復旧のほか、事業執行上緊急を要する事業を中心に補正予算措置をするも

のであります。 

 以上、１２案件の概要説明を申し上げましたが、引き続き、担当部長から詳細説明をい

たしますので、何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 続いて、補足説明を求めます。 

 企画部長 今城崇光君。 
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○企画部長（今城崇光君）（登壇） おはようございます。 

 議案書の１ページをごらんください。 

 報告第１号 専決処分の承認を求めることについて、御説明いたします。 

 平成２９年度紀の川市一般会計補正予算（第７号）について、地方自治法第１７９条の

第１項の規定により専決処分を行ったものでございます。専決日は、平成３０年３月３０

日でございます。 

 表題に、「平成２９年度補正予算書」と書いてる別冊の１ページをごらんください。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，４２２万１，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１０億２，７６８万９，０００円とする

ものでございます。 

 第２条は、繰越明許費補正に係る規定でございます。 

 第３条は、地方債補正に係る規定でございます。 

 ２ページ、３ページをごらんください。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳入につきましては、地方譲与税、各種交付金、地

方交付税、県支出金、繰入金及び市債の確定による補正でございます。 

 次に、４ページをごらんください。 

 歳出につきましては、それぞれ歳入の確定による財源の調整として増減を行っておりま

す。よって、財源として、超過した７，４２２万１，０００円について、２款、総務費に

おいて、１７目、基金費、基金積立事業として、財政調整基金に積み立てを行いました。 

 ５ページをごらんください。 

 第２表、繰越明許費補正でございます。追加工事の発生に伴い、限度額の変更を行って

おります。 

 ６ページから７ページをごらんください。 

 第３表、地方債補正でございます。それぞれ事業費の確定に伴い、限度額の変更となっ

ております。 

 以上が、平成２９年度一般会計補正予算（第７号）の内容でございます。御承認をお願

い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（登壇） 続きまして、議案書３ページ、報告第２号 専決処

分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

 ４ページの専決処分書のとおり、平成２９年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計

補正予算（第４号）について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。専決日は、平成３０年

３月３０日となってございます。 

 別冊の補正予算書８ページをお願いいたします。 

 平成２９年度紀の川市の国民健康保険事業勘定特別会計の補正予算（第４号）は、次に
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定めるところによる。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９７億５，５２８万２，０００円とするものでござい

ます。 

 別冊の補正予算書に関する説明書をごらんください。 

 ３ページの歳入でございますが、１１款、３項、５目、雑入で、補正予算額調整のため、

１，０００円を減額してございます。 

 ４ページ、歳出では、２款、１項、１目、一般被保険者療養給付費で５，０００万円を

減額し、１１款、２項、１目、一般会計繰出金で５，０００万円を増額してございます。 

 また、１２款、１項、１目、予備費では、歳入と同様に１，０００円を減額しておりま

す。 

 この補正は、平成２８年度で国民健康保険税の税率改正に伴う激変緩和財源として、一

般会計から法定外繰り入れされました２億円に対応して平成２９年度において一般会計へ

繰り出すため、平成２９年９月に補正いたしました一般会計繰出金に５，０００万円を追

加し、一般会計への繰出金を２億円とするため、歳入歳出の予算調整を行ったものでござ

います。 

 御承認、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 総務部長 金岡哲弘君。 

○総務部長（金岡哲弘君）（登壇） 議案書５ページ及び議案書６０ページの専決処分の

承認を求めることについて。 

 議案書５ページの報告第３号は、紀の川市税条例等の一部を改正する条例。 

 議案書６０ページの報告第４号は、紀の川市都市計画税条例の一部を改正する条例を地

方自治法第１７９条第１項の規定により専決したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求めるものでございます。いずれも平成３０年度税制改正に伴い、急を要する部分

のみ専決させていただいておりまして、専決日は、平成３０年３月３１日でございます。 

 改正内容は、多岐にわたりますので、語句等の整備に伴う改正等を除いた主な改正点の

み御説明させていただきます。 

 議案書の７ページ。 

 第１条、紀の川市税条例の一部改正から説明させていただきます。 

 第２０条、年当たりの割合の基礎となる日数について、延滞金の額の計算について、法

人市民税の申告納付及び納期限延長の場合の延滞金の改正に伴う所要の規定の整備であり

ます。 

 ２３条から、次のページにかけて、市民税の納税義務者等について、人格のない社団等

について電子申告義務化に係る規定を適用しなこととする改正であります。 

 ８ページ、お願いいたします。 

 第２４条、個人の市民税の非課税の範囲について、障害者、未成年者、寡婦または夫の
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寡婦の所得要件を１０万円引き上げ、合計所得金額が１３５万円以下に改正するものであ

ります。 

 また、第２項では、控除対象配偶者を同一生計配偶者と定義変更し、均等割の非課税限

度額を１０万円引き上げするものであります。 

 次に、９ページの３１条第２項は、条文の所要の整備でございます。 

 次の３４条の２、所得控除について、個人市民税の基礎控除額を合計所得金額２，５０

０万円以下とする要件を創設した改正でございます。 

 次の３４条の６、調整控除について、個人市民税の調整控除の適用は、合計所得金額２，

５００万円以下とすると要件を創設した改正でございます。 

 次の１０ページから１３ページまでの第３６条の２、市民税の申告について。 

 公的年金等に係る所得以外の所得を有しない者が、源泉控除対象配偶者に係る配偶者特

別控除を受けようとする場合の申告の提出を不要とした見直しであります。 

 次に、１３ページ、４７条の３は、法律改正による条文規定の整備であります。 

 次の４７条の５、年金所得に係る仮特別徴収税額等について、法律改正による条文の整

備であります。 

 次に、１４ページから１８ページまでの第４８条、法人の市民税の申告納付について。 

 租税特別措置法の規定の適用を受ける法人等の場合に控除すべき額を法人税割額から控

除することについての規定と資本金１億円超えの法人に対し、申告書の電子情報処理組織

による提出義務について規定してございます。 

 次に、１８ページから２１ページまでの第５２条、法人の市民税に係る納期限の延長の

場合の延滞金について。 

 申告した後に減額更正され、その後、さらに増額更正等があった場合等の延滞金の計算

期間から一定の期間を控除して計算することとする規定の改正でございます。 

 次に、２１ページ、第５３条の７、特別徴収税額の納入の義務等については、法律改正

により規定の整備でございます。 

 次に、２２ページ、第５４条、固定資産税の納税義務者等について。 

 法律改正による規定の整備でございます。 

 次に、第４節、たばこ税、第９２条、製造たばこの区分について。 

 加熱式たばこの区分を設けることとし、新たに規定してございます。 

 次に、２３ページ、第９２条の２は、条を追記したための条ずれによる改正でございま

す。 

 次に、９３条の２、製造たばことみなす場合について。 

 加熱式たばこの喫煙用具であって、加熱により蒸気となるグリセリン、その他の物品等

を充塡したものを製造たばことみなすこととし、新たに規定してございます。 

 次に、２７ページまでの第９４条、たばこ税の課税標準について。 

 加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」を
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紙巻きたばこに換算する方式の規定と、平成３０年１０月１日から５年間にかけて段階的

に移行する規定の整備でございます。 

 次に、２７ページ、第９５条、たばこ税の税率について。 

 １，０００本につき５，６９２円とする改正でございます。 

 次に、９６条第３項は、前ページの９２条の条ずれによる改正でございます。 

 次に、９８条は、９４条において、以下、この条及び９８条において「売渡し等」とい

う定義語を用いたことによる条文の整備でございます。 

 次に、２８ページ、附則第３条の２、次ページの附則第４条の２については、さきの第

４８条と第５２条の改正による条項の整備でございます。 

 次に、３０ページ、附則第５条、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等について。 

 個人の市民税の所得割の非課税の範囲について、所得割の非課税限度額を１０万円引き

上げする改正でございます。 

 次に、３１ページ、附則第１０条の２は、固定資産税等の課税標準の特例について。 

 固定資産税の課税標準とするべき価格に地方税法附則で定められた各号に定める割合を

乗じて得た額とする規定で、地方税法の改正に合わせて割合及び条整備を行うものであり

ます。新たに創設された第６項は、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設

備に係る固定資産税の特例。 

 第７項は、地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備。 

 第８項は、バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備のそれぞれ課

税標準額の特例割合を３分の２とするものであります。 

 第９項は、特定太陽光発電設備。 

 次のページの第１０項は、特定風力発電設備のそれぞれの課税標準の特例割合を４分の

３とするものであります。 

 第１６項は、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、市町村が作成した計画に

基づき行われた中小企業の一定の設備投資について固定資産税を３年間ゼロとする新たに

設けられた特例措置で、生産性向上、特別措置法の施行に日からとなります。 

 次の３２ページから３７ページまでの附則第１０条の３、新築住宅等に対する固定資産

税の減額適用の規定の適用を受けようとする者がすべき申告については、改修実演芸術公

演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用に係る規定を新たに創設する改正でござい

ます。 

 ３７ページ、附則第１１条及び第１１条の２については、土地に対して課する固定資産

税の特例に関する規定で、平成３２年度まで延長するものであります。 

 次の３８ページからの附則第１２条は、宅地に対して課する固定資産税の特例について

平成３２年度まで延長するものであります。 

 ４１ページの附則第１３条については、農地に対して課する固定資産税の特例を平成３

２年度まで延長するものであります。 
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 附則第１５条については、特別土地保有税の課税の特例を平成３２年度まで延長するも

のであります。 

 ４２ページ、附則第１７条の２第３項、優良住宅地の造成地のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例について、租税特別措置法の改正に伴う条

項の整備によるものであります。 

 次に、４３ページの第２条の紀の川市税条例の一部改正から、４７ページの第５条の紀

の川市税条例の一部改正は、たばこ税の課税標準について、加熱式たばこに係る紙巻きた

ばこの本数への換算方法並びにたばこ税の税率について段階的に移行していく改正でござ

います。 

 次に、４９ページから５２ページの第６条の紀の川市税条例等の一部を改正する条例の

一部改正は、平成２７年度に改正した旧三級品の紙巻きたばこに係る税率の経過措置につ

いて、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間の税率を平成３１年９月３

０日まで適用するものであります。 

 ５２ページをごらんください。 

 附則といたしまして、第１条に、施行規則を、５３ページからの第２条から第１１条は、

経過措置等による条文整備でございます。 

 続きまして、議案書６２ページをごらんください。 

 第１条、紀の川市都市計画税条例の一部を改正する条例について、新設した附則の第６

項は、新築住宅等に対する都市計画税の減税の規定の適用を受けようとするものがすべき

申告の規定に高齢者、障害者等の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした実演芸術

の公演の用に供する施設の一部の改修工事を平成３０年４月１日から平成３２年３月３１

日までの間に行った施設に課する都市計画税額の３分の１に相当する額を２年間減額する

ことの規定により条文整備するものでございます。 

 ６３ページの第７項から、６７ページの第１７項及び６８ページの第２条、紀の川市都

市計画条例の一部改正については、宅地及び農地等に対して課する平成３０年度から平成

３２年度までの都市計画税の特例の延長など、固定資産税とともに所要の規定の整備、条

項のずれを整備するものでございます。 

 附則として、平成３０年４月１日施行とする施行期日等及び経過措置を規定してござい

ます。 

 以上、平成３０年度の地方税等の改正に伴い、紀の川市都市計画税条例を改正するもの

でございます。 

 報告第３号及び報告第４号につきまして、御承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（登壇） 続きまして、議案書７０ページをお願いいたします。 

 報告第５号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方税法施行令等の一部を改正する政令の公布及び施行等に伴い、紀の川市国民健康保
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険税条例の一部を改正する条例を地方自治法第１７９条第１項の規定により専決したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

 ７１ページは、専決処分書でございます。専決日は、平成３０年３月３１日でございま

す。 

 ７２ページから７７ページにかけてをごらんいただきたいと思います。 

 紀の川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。改正条例の第２条、

課税額の第１項の改正は、国民健康保険税を構成する基礎課税額、後期高齢者支援金等課

税額及び介護納付金課税額について、それぞれ１号から３号に新たに号建てし、７４ペー

ジ、各号の課税限度額を規定する第２項から第４項については、号建てに伴う根拠規定を

改正するもので、第２項、基礎課税額については、課税限度額を「５４万円」から「５８

万円」に引き上げるものでございます。 

 ７５ページの下段がら７６ページ中段の第２３条第１項第２号及び第３号の改正は、課

税軽減措置にかかわる世帯総所得金額基準のうち５割軽減の判定基準額を「２７万円」か

ら「２７万５，０００円」に、また２割軽減の判定基準額を「４９万円」から「５０万

円」に改正し、軽減対象世帯を拡充するものでございます。 

 附則といたしまして、第１項は、施行期日を、第２項は、改正後の紀の川市国民健康保

険税条例の適用区分を定めるものでございます。御承認、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（登壇） 報告第６号 専決処分の承認を求めることについて。

紀の川市保育料徴収条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。 

 それでは、議案書７８ページから８１ページをお願いします。 

 報告第６号の紀の川市保育料徴収条例の一部を改正する条例については、平成３０年３

月３１日に、子ども子育て支援法施行令の一部を改正する政令第１５５号が公布、４月１

日に施行され、教育認定子どもに係る利用者負担の上限額の引き下げは、市民税所得割合

算額第３階層の利用者負担の上限額が２８％引き下げられました。このことにより、市保

育料徴収基準額の同階層について同率で引き下げ、平成３０年度から適用するため、地方

自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるものです。 

 その内容は、８０ページの保育料を規定してる別表第１、第３条関係の（１）保育料徴

収基準額表、教育標準時間認定の満３歳以上で、保育の必要性のない幼稚園や認定こども

園の利用、第１号認定者に係る保育料のうち、第３階層の世帯を改正前「１万１，３００

円」から、改正後「８，１００円」に軽減するものでございます。 

 以上、報告第６号についての説明です。御承認のほど、よろしくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） 農林商工部長 神徳政幸君。 

○農林商工部長（神徳政幸君）（登壇） 議案第６１号から議案第６７号までの調月財産

区管理委員の選任７議案について、一括して御説明申し上げます。 
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 議案書８２ページをお願いします。 

 議案第６１号から議案第６７号までの調月財産区管理委員の選任についての７議案につ

いては、いずれも任期満了に伴うもので、紀の川市財産区管理会条例第３条第１項の規定

により、議会の同意を求めるものでございます。 

 ７名の方々の住所、氏名、生年月日を申し上げます。 

 まず、議案第６１号につきましては、住所、紀の川市桃山町調月２２８番地、氏名、

藤岡
ふじおか

正仁
ただひと

、昭和１７年８月６日生まれ。 

 ８３ページをお願いします。 

 議案第６２号につきましては、住所、紀の川市桃山町調月１５２番地、加
か

山隆彦
やまたかひこ

、昭和

２１年２月１７日生まれ。 

 ８４ページをお願いします。 

 議案第６３号につきましては、住所、紀の川市桃山町調月１０９５番地の２、加
か

山
やま

幹
みき

夫
お

、

昭和２０年８月２３日生まれ。 

 ８５ページをお願いします。 

 議案第６４号につきましては、住所、紀の川市桃山町調月１２６３番地、吉
よし

田
だ

光
みつ

男
お

、昭

和２１年６月２５日生まれ。 

 ８６ページをお願いします。 

 議案第６５号につきましては、住所、紀の川市桃山町調月６４３番地、氏名、根
ね

来
ごろ

伸
しん

治
じ

、

昭和４０年３月２２日生まれ。 

 ８７ページをお願いします。 

 議案第６６号につきましては、住所、紀の川市桃山町調月１０９２番地、氏名、中
なか

兀
はげ

光則
みつのり

、昭和３４年４月１３日生まれ。 

 ８８ページをお願いします。 

 議案第６７号につきましては、住所、紀の川市桃山町調月２５８２番地、岩本
いわもと

武久
たけひさ

、昭

和１８年１０月３０日生まれ。 

 以上、７議案について、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期につきましては、平成３０年７月１日から平成３４年６月３０日までの４年

間となってございます。 

 また、７名の方々の主な職歴等につきましては、別冊議案資料の１ページ及び２ページ

に記載してございますので、ごらんおきいただきたいと思います。 

 以上、７議案について御同意賜りますようお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） 教育部長 山野浩伸君。 

○教育部長（山野浩伸君）（登壇） それでは、私のほうから、議案第６８号及び議案第

６９号について、補足説明をさせていただきます。 

 議案書８９ページをお願いいたします。 

 まず、はじめに、議案第６８号 工事請負契約の締結についてでございます。 
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 本件に係る提案理由といたしましては、平成３０年度一般会計当所予算で、荒川中学校

等校舎等改築事業について議決をいただいている中で、先般、５月２１日、紀の川市役所

本庁舎５階５０１会議室において、６社による条件付一般競争入札を行いました。 

 その結果、ごらんいただいている議案書記載のとおり、契約金額は１５億１２０万円、

契約の相手方は、和歌山県和歌山市６番丁２６番地、株式会社小池組、代表取締役小池康

之となりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例

第２条の規定に基づき、議決を求めるものでございます。 

 なお、本件に係る資料といたしまして、別冊の３ページから８ページに添付してござい

ますので御高覧ください。 

 次に、議案第６９号について、補足説明をさせていただきます。 

 議案書９０ページをお願いいたします。 

 紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いてであります。 

 提案理由といたしましては、本年３月、スポーツ庁から運動部活動のあり方に関する総

合的なガイドラインが示され、続いて４月には、和歌山県教育委員会において和歌山県運

動部活動指針が示されました。それらを受けまして、紀の川市立中学校の部活動におきま

して、部活動指導員の任用制度を活用したく、それに係る報酬を定めるための改正でござ

います。 

 ９１ページをお願いします。 

 ごらんのとおり、別表に、部活動指導員の報酬の額等を追加するものであります。 

 また、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上、私から２議案の説明になります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（登壇） それでは、議案書９２ページをお願いいたします。 

 議案第７０号 紀の川市国民健康保険直営診療施設条例の一部改正について、御説明申

し上げます。 

 本条例の改正につきましては、紀の川市国民健康保険事業の直営診療施設でございます

鞆渕診療所、今後とも僻地診療拠点として存続させることを前提に、財政上の運営改善を

進めるため指定管理者制度の導入を視野に入れた運営方法の見直しを行うことを可能にす

るというものでございます。 

 議案書９３ページをお願いいたします。 

 改正案では、新たに、第５条で、診療所の診療科目を、第６条で、休診日を、第７条で

は、診療時間を定めてございます。 

 ９４ページ、第９条では、診療所の管理を指定管理者に行わせることができることとし、

第１０条では、指定管理者の指定の手続等について、第１１条では、指定管理者の選定の

要件について、第１２条では、指定管理者が行う業務について、第１３条では、診療所利
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用料金の収受について。 

 そして、９６ページ、第１４条では、指定管理者の指定の期間を指定を受けた日の属す

る年度の４月１日から起算して５年を経過する日までの間と定めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとするものでございます。 

 以上、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（登壇） 議案第７１号 紀の川市介護保険条例の一部改正に

ついて、補足説明を申し上げます。 

 議案書９７ページからの紀の川市介護保険条例の一部を改正する条例については、平成

３０年３月２２日に介護保険法施行令の一部を改正する政令第５６号が公布され、８月１

日に施行されることにより、第１号被保険者の介護保険料の所得段階の判定に関する基準

について、現行の所得指標である合計所得金額から税法上に設けられている控除の仕組み

である長期譲渡所得、または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることと

する改正条文が、「３８条の第４項」から「２２条の２第２項」へと変更されたためです。 

 以上、議案第７１号についての説明です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（登壇） 続きまして、議案書の１００ページをごらんくださ

い。 

 議案第７２号について、御説明申し上げます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成３０年度紀の川市一般会計補正予算

（第１号）について、議会の議決を求めるものでございます。 

 表題に、「平成３０年度補正予算書」と書いている別冊の１ページをごらんください。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４，８７９万２，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９１億１，８７９万２，０００円と

するものでございます。 

 第２条は、地方債の補正に係る規定でございます。 

 ２ページをごらんください。 

 第１表、歳入では、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、繰入金、諸収入、市債

をそれぞれ増額しております。 

 ３ページ、４ページの歳出では、各費目ごとに人事異動に伴う人件費の調整及び事業執

行上、急を要する事業について補正措置をしております。 

 ５ページをごらんください。 

 第２表、地方債の補正として、公共土木施設災害復旧事業において、５月の豪雨により

発生した災害の対応のため１，３３０万円を増額し、限度額を１億１，３２０万円とする

ものでございます。 

 続いて、別冊の平成３０年度紀の川市一般会計補正予算（第１号）に関する説明書の３
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ページをごらんください。 

 歳入について、主な補正内容を順に御説明申し上げます。 

 １４款、１項、４目、国庫補助金、災害復旧費国庫負担金２，６６８万円の増額は、本

年５月１３日の大雨により発生した災害の復旧事業に係る負担金を予算措置しております。 

 １５款、２項、９目、県支出金、災害復旧費県補助金２，５８９万９，０００円の増額

は、昨年１０月発生の台風２１号により被害を受けた農業用施設災害復旧事業に係る補助

金が、平成３０年度に措置されることから補正をしております。 

 １５款、３項、２目、県支出金、民生費委託金２，０４８万円の増額は、和歌山県が支

給する在宅育児支援事業給付金の受け付け及び支給事務に係る委託金であります。 

 １８款、２項、１目、繰入金、基金繰入金５，４３１万円の増額は、財源調整のための

増額をしております。 

 続いて、歳出について、人件費以外の主な事業について順に御説明申し上げます。 

 １０ページ、下段をごらんください。 

 ３款、１項、８目、障害者総合支援費のうち、次の１１ページ記載の障害福祉サービス

等給付事業において、１３節、委託料９７万２，０００円の増額は、障害者総合支援法の

改正に伴い、国の２分の１補助を受け、障害者自立支援給付支払い等システムの改修に係

る経費の増額ございます。 

 １２ページ、下段をごらんください。 

 ３款、１項、１２目、人権推進費のうち、次の１３ページ記載の井阪文化会館駐車場整

備事業として、１，８０２万９，０００円を増額しております。井阪文化会館利用者の利

便性向上を図り、開館事業の充実のため隣接する土地を取得し、駐車場として整備する事

業で、必要な経費をそれぞれ予算措置するものでございます。 

 １３ページ、下段をごらんください。 

 ３款、２項、１目、児童福祉総務費のうち、次の１４ページ上段に記載の在宅育児支援

事業として２，０４８万円を増額しております。子育て世代の経済的負担を軽減するため、

和歌山県が支給する在宅育児支援事業給付金の受け付け及び支給事務に係る経費として、

臨時雇用賃金、在宅育児支援事業給付金などの予算措置でございます。 

 １５ページをごらんください。 

 ３款、３項、１目、生活保護総務費のうち、生活保護適正実施推進事業の１３節、委託

料２００万９，０００円の増額は、生活保護法制度の改正に伴い、国の２分の１補助を受

け、生活保護基準額等の見直し等による生活保護システムの改修に係る経費の増額でござ

います。 

 ２４ページをごらんください。 

 ９款、１項、１目、消防総務費のうち、次の２５ページ上段に記載の消防防火対策事業

の１８節、備品購入費６０万６，０００円の増額は、婦人防火クラブにおける防火研修に

活用する資機材について、コミュニティ助成事業の採択が決定したことによるものでござ
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います。 

 同じく、２５ページの９款、１項、３目、非常備消防費のうち、消防団運営事業の８節、

報償費は、消防団員の退職者が増加したことから退職報償金３００万円を増額、また１８

節、備品購入費１０５万円は、紀の川市消防団女性分団の防火指導等に活用する資機材に

ついて、コミュニティ助成事業の採択が決定したことによる増額でございます。 

 ２６ページをごらんください。 

 １０款、２項、２目、小学校教育振興費のうち、児童就学援助事業の２０節、扶助費２

４万２，０００円の増額は、国の基準改正に伴い、単価改定による増額分を予算措置する

ものでございます。 

 ２７ページをごらんください。 

 １０款、３項、２目、中学校教育振興費のうち、生徒就学援助事業の２０節、扶助費７

５万円の増額は、国の基準改正に伴い、単価改定及び対象生徒の増加による増各分を予算

措置するものでございます。 

 ３０ページをごらんください。 

 １１款、２項、１目、公共土木施設災害復旧費、土木施設災害復旧事業４，０１１万円

の増額は、５月１３日の大雨により市道で発生した崩落による災害復旧に係る経費を予算

措置するものでございます。 

 以上が、今回の補正の主な内容でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（坂本康隆君） ほかに補足説明はございませんか。 

〔「補足説明なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） なければ、提案理由の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております日程第４のうち、議案第６１号から議案６７号 調月財

産区管理委員の選任についてまでの計７件につきましては、人事に関する案件であります

ので、本日、直ちに質疑、討論、採決まで行いたいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６１号から議案第６７号までの計７件につきましては、本日、直ち

に質疑、討論、採決まで行うことに決定しました。 

 それでは、議案第６１号から議案第６７号までの計７件につきまして、一括して質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 質疑なしと認めます。 
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 それでは、質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６１号から議案第６７号までの計７件につきましては、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会の付託を省略することに決しました。 

 次に、議案第６１号から議案第６７号までの計７件につきまして、一括して討論を行い

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 討論なしと認めます。 

 討論を終結いたします。 

 これより、順次採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第６１号につきまして、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６１号は、同意することに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第６２につきまして、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６２号は、同意することに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第６３号につきまして、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６３号は、同意することに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第６４につきまして、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６４号は、同意することに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第６５号につきまして、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 
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○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６５号は、同意することに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第６６号につきまして、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６６号は、同意することに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第６７号につきまして、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６７号は、同意することに決しました。 

 これをもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これにて散会といたします。 

 次会は、６月１０日、日曜日、午前９時３０分より会議を開きます。 

 お疲れさまでございました。 

（散会 午前１０時４５分） 

 


